有田川町特定健診未受診者対策事業委託業務仕様書）
1. 委託業務名
有田川町特定健診未受診者対策事業委託業務（以下、「本事業」という。）
2. 目的
　本町の本事業は国保ヘルスアップ事業により実施するものとし、特定健康診査未受診者に、健診データを活用して分類された対象者に応じた効果的な受診勧奨を実施し、特定健康診査の受診率の向上を図り、疾病予防・重症化予防を目指すことを目的とする。
3. 履行場所
有田郡有田川町内とする。
4. 契約期間
契約締結日から令和９年（2027年）3月31日まで
5. 業務内容
（1）実施計画書の作成
　　契約締結後本町と協議の上、速やかに事業実施計画を作成する。計画は企画提案した内容に基づくものとし、勧奨の時期、本町からの提供希望時期など詳細なスケジュールを記載すること。
（2）データ分析
　　本町から提供される特定健診の受診履歴・結果・問診票のデータ等を人工知能を用いて分析し、精度の高い優先順位づけを行うこと。
（3）通知物の内容及び校正
ア　健診対象者への一律の通知内容ではなく、（２）のデータ分析から得た健康特性に基づき、対象者ごとに個別の効果的な内容の通知物を作成する。
イ　通知物の内容は、発注者と協議の上決定し、発注者の要望に応じて複数回の校正に対応すること。
（4）通知物の作成及び送付
　　ア　（３）で決定した通知物を作成する。数量は７，３００部（年度内２回の発送回数としての総数）とするが、確定ではなく発注者との協議の上決定すること。
　

　イ　対象者は主に継続受診者・新規受診者と長期未受診者に分類わけすること。継続受診者・新規受診者にはリピート受診を促進するメッセージの内容を、長期未受診者には医療機関の受診の有無など、長期未受診者の属性を踏まえた最適な受診勧奨の内容を提案すること。
ウ　データを基に、郵便番号、宛先、宛名を印字する。発送前には、
　　　発注者から提供する健診受診勧奨等の除外対象者を除き、最終的な勧奨対象者に
　　　発送する。
　　エ　発送日は令和８年７月及び９月の計２回とするが、確定ではなく、発注者と協議のうえ決定すること。
（５）健康イベントの実施
　　 ア　実施時期は委託者と協議の上決定する。
　　 イ　簡易健康測定の実施（骨密度測定機と血管年齢、インボディ機器を除く）
　　 ウ　個別指導による結果説明の実施
　　 エ　本仕様書に記載の内容のほか、本業務の目的達成に資する提案があれば、併せて提案すること。
（６）勧奨結果の分析及び報告
　　ア　本町の特定健診の受診結果の分析を行うこと。
　　イ　中間報告、期末報告の開催時期については、発注者と協議の上決定すること。
（７）その他
　　上記以外の業務について、受診率を向上させるためにより効果的な取組みを提案し、実施すること。

６　提供可能なデータ
　（１）提供可能データ
　本町から提供可能なデータは以下のとおりとする。これ以外に希望するデータがある場合は、本町が使用するシステムから提供可能なものに限り、双方の協議の上で提供の可否を決定する。


　●レセプトデータ　　・医科　「21_RECODEINFO_MED.CSV」
　　　　　　　　　　　・DPC 「22_RECODEINFO_DPC.CSV」
　　　　　　　　　　　・調剤　「24_RECODEINFO_PHA.CSV」


　●健康診査データ
　・受診券発行者データ（FKAC１６１）
　・特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報）ファイル（FKAC１６３）
　・特定健診結果等情報作成抽出（その他の結果情報）ファイル（FKAC１６４）
　・特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報（横展開））ファイル（FKAC１６７）
　●その他のデータ
　・通知送付用宛名データ等、本町健康管理システムより作成可能なデータ
（宛名番号、郵便番号、住所、住所方書、漢字氏名、カタカナ氏名、被保険者証番号等の抽出が可能）
　
７　情報セキュリティ対策　
業務に必要なデータファイルの受け渡しは、一般貨物と区別して扱うことや受渡人を個人指定することが可能である等、十分にセキュリティの確保された運搬方法とし、発注者と協議の上決定する。
８　その他
（1） 業務の遂行に当たり、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）その他関係法令等に基づき適正な個人情報の取扱いを行うこと。また、有田川町から受託者に貸与した書類などを含め、業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らさないこと。
（2） 本業務における成果品等の著作権は、受注者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、本町に帰属するものとし、本町の了承なしに成果品の内容等を漏らしてはならない。なお、本委託業務における成果品等の利用については、双方協議のもとに行うこととする。
（3） 使用する写真、図表、イラスト等については、受託者の負担・責任において用意し、著作権等の侵害がないよう十分留意すること。
（4） この契約による個人情報を取り扱う業務の再委託は本町の承認があるときを除き、禁止する。
（5） 委託料の支払いについては、受託者は業務完了後、検査を受け受理された後に委託料の支払い請求を行う。委託者は、請求があった日から起算して30日以内に一括して委託料を支払うものとする。
（6） この仕様書に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。

